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「新しい東京」創りを目指して
○ 東京の課題解決とさらなる成長のため、常に都民ファーストの視点に
立ちながら、３つのシティを実現し、「新しい東京」を創ることを目指す

【セーフ シティ】

【ダイバーシティ】

【スマート シティ】

もっと安心、もっと安全、もっと元気な首都・東京

女性も、男性も、子供も、高齢者も、障害者も、いきいきと生活できる、活躍できる、
多様性を持った都市

世界に開かれた、環境・金融先進都市

○ これらを前に進めていくために、国家戦略特区は大変重要なツールとなっていく。
今まで以上に徹底活用
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女性の活躍推進について

女性の力が成長戦略の一丁目一番地

１【待機児童対策に関する規制改革要望】

３【外国人材による家事支援特例】

２【都市公園内保育所設置特例】

○ 保育所における地方自治体の裁量権を拡大
○ 育児休業期間について、現行の原則１歳までを２歳まで延長
○ 小規模保育について、対象の年齢制限の撤廃 等

○ １１月を目途に第三者管理協議会を設置
○ 年度内に事業者選定を行い、来年度には、全国トップの実績を目指す

○ 今回提案の代々木公園への設置でトータルの定員は約５５０人
○ まずは、１，０００人を目指す。今後、地域のニーズを踏まえ、目標の拡大に取り組む
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女性が活躍できる社会の実現に向けた改革

保育園の確保、経済的事情、職場の理解不足等から、育休を早期に切り上げるケースが多い。
① 育児休業期間の延長

例：原則1歳までを2歳まで延長。期間延長の条件になっている保育所入所不承諾の撤廃。
② 育児休業給付金のさらなる充実

例：育児休業給付金の支給期間、支給額の引き上げ
③ 事業所における育児休業制度義務化の徹底

例：育休を取得させないなど不利益取扱防止のための罰則等の導入。
非正規労働者を含む従業員に対する育児休業制度の周知の義務化。

女性に子育てか仕事かという二者択一を迫る現実を変え、働きながら子育
てしやすい環境づくりを進めるための改革が必要。

① 設備運営基準を弾力的に定められるよう、地方自治体の裁量権を拡大
例：認証保育所の制度化。小規模保育の年齢制限（２歳まで）の撤廃。家庭的保育の調理員配置

義務の撤廃。居宅訪問型（ベビーシッター）活用の弾力化。無認可保育所の質の確保。
② 既存建築物を保育所に用途変更する際の建築基準法等の緩和

例：有効採光率、有効採光面積算出方法の緩和。
③ 保育所整備促進のための税制改正

例：民有地活用のための相続税・贈与税の非課税措置。事業所内保育事業の固定資産税等非課税措置の拡大

【提案2】育児休業制度の改革

【提案1】保育所の規制改革、税制改正
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